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はじめに         

 

1. ＢＣＰ（事業継続計画）とは 

ＢＣＰ（事業継続計画）とは、大規模な災害や事故等により管工事協同組合及び組合の構成員 

とその店舗・設備等に被害があっても、損害を最小限にとどめて自らの事業の早期復旧と事業継 

続を可能としつつ、佐賀市上下水道局と互いに応援協力し合い、市民生活にとって重要なライフ 

ラインの一つである水道の給水サービスを最低限確保できるよう、事前に取り組むべきことや 

緊急時の対応などを取り決めた計画のことです。 

2．ＢＣＰ（事業継続計画）策定の趣旨 

佐賀市管工事協同組合は、佐賀市内に拠点を置く指定給水装置工事業者で構成され、宅内の給 

水装置等の新設・修繕工事をはじめとして、配水本管の布設工事や突発漏水事故の対応など水道 

の給水サービスを第一線で支えるプロ集団として日々活動しています。 

近年、自然災害が頻発する我が国では、いつ・どこで・どのような災害が起きてもおかしく 

ない状況となっています。ひとたび災害が起こると、道路の寸断や水道・ 電気・ガスなどのラ 

イフライン機能は遮断され、衣・食・ 住への支障が生じ人の生命や健康にかかわる事態に陥る 

ことから対応が急がれます。災害時における水道機能の継続・早期回復は、発災後から対応を 

始めるのではなく、平時から災害に備えた事前の準備が必要となります。 

現在、佐賀市管工事協同組合では、佐賀市上下水道局と「災害時における水道の応急給水に 

関する協定」や「災害時における水道の応急復旧に関する協定」、「災害時における他都市への 

応援派遣に関する協定」など３つの災害協定を締結し、災害発生時における迅速な給水活動や 

早期の復旧が可能となるような体制づくりを構築しています。 

しかしながら、協定の当事者である当組合や組合の構成員が災害により大きな被害を受けた 

場合は、自らの事業はおろか、災害協定に示した応援要請に応えることもできなくなり、災害対 

策事業の運営が不可能な状況に陥ります。 

そこで、災害や事故等が発生し、組合運営が一時的に機能低下に陥った場合でも、締結した協 

定内容が最低限確保できるよう事前に対策を講じるとともに、組合員間の意識の共有を図り、組

合員自らの事業を早期に復旧・継続させることを目的にＢＣＰ（事業継続計画）を策定することと

いたしました 
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【様式1】 BCPの基本方針         

 

3．基本方針 

当組合は、以下の基本方針に基づき、行動する。 

チェック 基本方針 

☑ 組合の事務所及び職員の安全（人命）を守る 

☑ 組合の受託事業を早期復旧若しくは継続させる 

☑ 
組合と佐賀市上下水道局で締結した災害時における応援協定の協力内容の

責任を果たす 

☑ 組合の求心力を向上させる 

☑ 組合員の事業を早期復旧若しくは継続させる 

☑ 組合員が供給責任を果たし、顧客からの信用を守ることを支援する 

☑ 組合員の経営（雇用）を守る 

☑ 商取引上のモラルを守る（独占禁止法を遵守する 等） 

☑ 地域の復旧への貢献 

 

4．重要業務 

当組合は、以下の業務の継続もしくは実施を最優先事項とする。 

チェック 重要業務 

☑ 
組合員の組合内外における連携支援 

（組合員間の連携の調整、他の組合との調整 等） 

☑ 災害時における水道の応急対応（災害協定に基づく応援協力） 

☑ 上下水道局との情報交換、業界への情報発信 
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【様式2】 被害想定 

佐賀市は、「地域防災計画」（令和４年９月修正）を策定しており、これと同様に以下 

の地震による被害想定を行う。 

① 地震規模の設定 

震源 佐賀平野北縁断層帯（ケース３による地震） 

規模 Ｍ7.5 

＜佐賀平野北縁断層帯ケース３）による地震による予測震度分布図＞ 

           

 

被害項目 
佐賀平野北縁断層帯ケース３ 

冬深夜 夏１２時 冬１８時 

建物被害 

建物棟数（棟） 130,000 

全壊・焼失棟数（棟） 約 32,000 約 32,000 約 34,000 

全壊・焼失率（％） 24 25 26 

半壊棟数（棟） 約 27,000 

半壊率（％） 21 

人的被害 

滞留人口（人） 238,000 261,000 252,000 

死者数（人） 約 2,800 約 2,300 約 2,900 

死者率（％） 1.2 0.9 1.1 

負傷者数（人） 約 8,100 約 6,500 約 6,700 

負傷者率（％） 3.4 2.5 2.7 

自力脱出困難者（人） 約 5,200 約 3,700 約 4,300 

自力脱出困難者率（％） 2.2 1.4 1.7 
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＜液状化現象の発生予想範囲＞ 

   

 

＜水道施設の地震被害想定＞ 

大規模地震により耐震性の低い施設については、被害を受け供給停止する可能性が 

高い。また、広範囲で断水が生じ、長期間に及ぶ断水が想定され、避難所や救急病院 

などの重要給水施設についても断水が生じることが予想されます。 

水道区域全域での管路の破損、管路からの漏水や漏水による道路陥没の被害が予想 

されます。 

 

② 津波規模の設定 

佐賀市では、地域防災計画での想定と同様、以下の地震による津波の発生を想定する。 

想定地震 有明海側 
雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動（Ｍw＝7.1） 

南海トラフ巨大地震（Ｍw＝9.1） 
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＜津波による想定被害数量＞ 

被害項目 有明海側の被害数量 

浸水家屋数 
全壊 約 210 棟 

半壊 約 6,900 棟 

人的被害 

早期避難者比率が低い場合 

死者 約 210 人 

負傷者 約 2,000 人 

災害廃棄物等 
約 2,823,000 

～ 約 4,516,000 m3 

 

③ 水害・土砂災害規模の設定 

佐賀市では、地域防災計画での想定と同様、以下の水害による大雨・洪水、高潮 

及び土砂災害の発生を想定する。  

大雨・洪水 

土砂災害 
水防法の規定により指定された想定しうる最大規模の降雨 

高潮 

想定される最大規模の台風である伊勢湾台風クラス（中心

気圧 930hPa）が、各海岸に対して最も危険なコース（有明

海の西側を通るコース）で襲来した場合の高潮 

＜浸水深分布図＞ 
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【様式3】 組合の事業継続に係る事前対策 

 
 

5．組合の重要業務継続に係る事前対策の検討 

組合の重要業務を継続するための事前対策は以下のとおりである。 

 

 

【ステップ 1】事前対策の実施状況の把握 
 【ステップ 2】事前対策の検討・実施 

 何をやる？ 誰がやる？ いつやる？ 

職員や組合員全員の安否確
認ルールの決定や安否確認
手段の確保を行っているか？ 

□ はい 
 確認手段に必要なコミュニケーショ

ンツールを決定する。 

組合員・事務局職員側から携帯メ
ール、SNS、緊急連絡網などを使
い安否確認を行う。 

理事 

事務長 

職員 

～R５年６月 

 

２年以内 ☑ いいえ 
 

緊急時に必要な職員や組合
員が出勤できない場合に、代
行できる職員を育成している
か？ 

□ はい 
 

重要業務が遂行できる職員を計画
的に育成する 

事務長 

職員 

～R９年度 

５年以内 
☑ いいえ 

 

 

 

 

【ステップ 1】事前対策の実施状況の把握 
 【ステップ 2】事前対策の検討・実施 

 何をやる？ 誰がやる？ いつやる？ 

組合事務所内の什器や棚
等、設備を固定しているか？ 

□ はい 
 

什器等を固定する 事務局 R4年度内 

☑ いいえ 
 

組合事務所が被災し、倒壊し
た場合に備え、代替の事務
所を決めているか？ 

□ はい 
 

隣接する佐賀市上下水道局の施
設（第２浄水場）を一時使用できる
よう協議する 

事務局 R4年度内 

☑ いいえ 
 

 

 

 

 

 

 

経営資源（人）への事前対策 

経営資源（物）への事前対策 
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【ステップ 1】事前対策の実施状況の把握 

 【ステップ 2】事前対策の検討・実施 

 何をやる？ 誰がやる？ いつやる？ 

組合員の緊急連絡先リストを
整備しているか？ 

☑ はい 
 

緊急連絡先リストが古いため、新た
に組合員に照会し作成する 

事務局 R４年度内 

□ いいえ 
 

緊急時に組合員等へ情報を
発信、組合員等の情報を収
集する手段（ホームページ 
等）を整備しているか？ 

□ はい 
 

組合のホームページがあり定期的
に（６月、１２月）更新する 

組合員については携帯メールや
SNS を活用するよう周知する 

事務局 

（毎年１回） 

 

２年以内 ☑ いいえ 
 

緊急時に事務局以外の場所
に、事務局業務の実施に必
要なデータのバックアップをと
っているか？ 

☑ はい 
 

バックアップシステムとしてクラウド
化を図った（令和 4年 10月末） 

事務局 実施済み 

□ いいえ 
 

 

 

 

【ステップ 1】事前対策の実施状況の把握 
 【ステップ 2】事前対策の検討・実施 

 何をやる？ 誰がやる？ いつやる？ 

緊急時に組合員の事業継
続・復旧に必要な資金を準
備しているか？ 

□ はい 
 

公的資金の活用などの情報提供
を行う 

事務局 ２年以内 

☑ いいえ 
 

緊急時に活用できる公的資
金（融資、保証 等）を把握し
ているか？ 

□ はい 
 

公的資金について調査する 事務局 ２年以内 

☑ いいえ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営資源（情報）への事前対策 

経営資源（金）への事前対策 
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【ステップ 1】事前対策の実施状況の把握 
 【ステップ 2】事前対策の検討・実施 

 何をやる？ 誰がやる？ いつやる？ 

組合員の規模、施工能力
（従業員数、重機等）の把握
は出来ているか？ 

□ はい 
 

最新のデータに更新するため改め
て組合員に照会し作成する 

事務局 ２年以内 

☑ いいえ 
 

協定に基づく佐賀市への応
援可能者（技術者）、応援可
能重機材、車両等は把握で
きているか？ 

□ はい 
 

最新のデータに更新するため改め

て組合員に照会し作成する 
事務局 ２年以内 

☑ いいえ 
 

佐賀市の応急復旧作業時の
経費負担及び補償について
の取り決めが出来ている
か？ 

☑ はい 
 

応急復旧等に関する経費負担の
取り決めがある 

理事長 

事務局 
（実施済み） 

□ いいえ 
 

資材（給水装置）類を組合で
所有しているか？ 

□ はい 
 

資材の調達は各組合員が行ってい
るため必要ない 

 

 

☑ いいえ 
 

資材（管類、栓類、継手、ボ
ックス類）の調達は出来る
か？ 

☑ はい 
 

上下水道局や上部組織で締結し
ている災害時における材料調達に
関する協定に基づき調達が可能 

（理事長） （実施済み） 

□ いいえ 
 

機材（車両、掘削機械、配管
工具、切管工具、保安装置）
類の把握は出来ているか？ 

□ はい 
 

最新のデータに更新するため改め

て組合員に照会し作成する 

 

 

☑ いいえ 
 

災害時に必要な物資（非常
食、水、毛布等の防災グッ
ズ）は調達できるか？ 

□ はい 
 

必要となる物資の調査を行い備蓄
方法も含めて計画的に整備する 

事務局 ５年計画 

☑ いいえ 
 

共同事業の事前対策 
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【様式4】 組合員の事業継続に係る事前対策 

 

6．組合員の事業継続に係る事前対策の検討 

地震等の災害発生により、万が一組合員が被災し業務が停止しても、組合内もしく

は他の組合の企業間で業務を代替し、組合員が事業活動を継続できるようにする。 

 

【ステップ 1】組合員の現状把握 

組合員等 重要事項 
代替方法の 

必要性 
必要な代替方法 

組合事務局 被災情報等の連絡 
□必要 

☑不要 

必要に応じて佐賀市上下水道局の災害対
策本部会議に出席するため代替は不要 

全組合員 
水道管工事 

漏水工事 

☑必要 

□不要 

技術者や資機材、材料などが不足した場合

には、他の組合員の相互扶助により補い工
事を行う。 

 

 

【ステップ 2】代替先の検討 

組合員等 組合外の企業、他の組合 協議 

組合事務局 佐賀県管工事協同組合連合会 
佐賀県管工事協同組合連合会内で 

情報を共有する 

全組合員 佐賀市管工事協同組合の他の組合員 組合内で情報を共有する 
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【様式5】 緊急時の体制 

 

7．緊急時の統括責任者 

地震等の災害発生により、緊急事態となった際の統括責任者及び代理責任者は以下

のとおりとする。 

 

統括責任者の役割 統括責任者 
代理責任者

① 

代理責任者

② 

■緊急時の対応に関する重要な意思決定 

及び指揮命令 （組合事務局） 
理事長 副理事長 事務長 

 

 

 統括責任者が意思決定及び指揮命令すべき緊急時の対応の例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 職員の安否確認 

□ 重要業務に係る代替要員の確保 

□ 什器・棚等の復旧 

□ 代替事務所の確保 

□ 情報発信・収集手段の確保 

□ 資金調達手段（公的資金 等）の確保 

□ 受託事業に係る代替方法の実施 

等 

□ 組合員の被災状況の把握 

□ 組合内での代替の調整 

□ 他組合との連携の調整 

等 

組合の重要業務継続のための対応 組合員の事業継続のための対応 
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8．緊急時の組合全体の対応能力 

１．組合員の資源保有状況 

 災害時の相互支援を行うため、組合内の保有資源について調査を行った結果は次のと 

おり 

平成２３年５月現在 

番号 名    称 詳    細 単位 数量 

1 協力作業員 配管技能工 人 114 

2    〃 普通作業員 人 78 

3    〃 その他技能工 人 22 

 協力作業員  計  人 214 

4 給水タンク ０．５㎥未満 個 ９ 

5    〃 ０．５㎥ 個 ６ 

6    〃 １．０㎥ 個 ７ 

7    〃 ２．０㎥ 個 ３ 

8    〃 ３．０㎥ 個 １ 

 給水タンク  計  個 ２６ 

９ 車両（トラック） １．０t未満 台 １９ 

1０    〃 １．０t 台 ９ 

１１    〃 １．５t 台 １２ 

1２    〃 ２．０t 台 ３７ 

１３    〃 ３．０t 台 １０ 

１４    〃 ４．０t 台 １９ 

 車両（トラック）  計  台 １０６ 

１５ ユニック車  台 １５ 

１６ バックホウ  台 ６８ 

１７ 水中ポンプ  台 ９１ 

１８ エンジンポンプ  台 １６ 

１９ 発電機  台 ７１ 

 その他 ※    

     

     

     

     

     

     

     

     

 

今回は必要最低限とし、次年度以降は局との災害協

定や上部団体の災害マニュアルと徐々に整合をとり

ブラッシュアップしながら充実を図る 
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※ その他の内訳 

 

 

 

 

 

  

№ 名  称 詳    細 単位 数量 

1 仮設用資材  一式 １ 

２ NS工具一式  一式 １ 

3 コンクリートカッター  台 １ 

4 ランマー  台 １１ 

5 プレートランマー  台 １ 

6+ 切断機  台 1 

7 エンジンカッター  機 １１ 

8 斫り機  機 １ 

9 捻じ切り機  機 １ 

10 高圧洗浄ポンプ  台 １ 

11 コンクリートカッター  台 １ 

12 コンプレッサー  台 １ 

13 バイブレーションローラー  台 １ 

14 プレート  台 ４ 

15 キールカッター  台 １ 

16 履工板  枚 各種 

17 矢板  枚 各種 

18 投光機  機 １ 

19 振動ローラー  台 2 

20 キャリー運搬車  台 １ 

21 台般  台 1 

22 鉄箱  箱 1 

23 NS管用カッター  機 1 
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 ２．災害時における体制 

   体系図と連絡網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

災害対策本部長 

 理事長  原田 恵三 

 会社名  ハラダ工業  

 ℡ 

□□□□□□ 

 副理事長  ○○ ○○ 

 会社名     ℡ 

□□□□□□ 

 事務長   ○○ ○○ 

 会社名     ℡ 

□□□□□□ 

 理事    ○○ ○○ 

 会社名     ℡ 

□□□□□□ 

 理事    ○○ ○○ 

 会社名     ℡ 

□□□□□□ 

 役職    ○○ ○○ 

 会社名     ℡ 

□□□□□□ 

 役職    ○○ ○○ 

 会社名     ℡ 

□□□□□□ 

 役職    ○○ ○○ 

 会社名     ℡ 

□□□□□□ 

 役職    ○○ ○○ 

 会社名     ℡ 

□□□□□□ 

 役職    ○○ ○○ 

 会社名     ℡ 

□□□□□□ 

 役職    ○○ ○○ 

 会社名     ℡ 

□□□□□□ 

 役職    ○○ ○○ 

 会社名     ℡ 

□□□□□□ 

 役職    ○○ ○○ 

 会社名     ℡ 

□□□□□□ 

 役職    ○○ ○○ 

 会社名     ℡ 

□□□□□□ 

 役職    ○○ ○○ 

 会社名     ℡ 

★緊急集合場所 

 第一順位： 佐賀市卸本町 3-30 佐賀市管工事協同組合 事務所 

      ℡ 0952-32-3100 

 第二順位： 佐賀市卸本町 3-1 佐賀市上下水道局（第２浄水場） 

      ℡ 0952-33-1334 

 

組合員に照会依頼し決定 
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３．災害時における組合と関係機関との連携体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

佐賀市管工事協同組合 

佐賀市卸本町 3-30 

TEL 0952-32-3100 

佐賀県管工事協同組合連合会 

佐賀市卸本町 3-30 

TEL 0952-32-3100 

全国管工事業協同組合連合会 

東京都豊島区北大塚３丁目３０番１０号 

TEL  03-5981-8957 

九州管工業組合連合会 

福岡市中央区平和 3丁目 20-10 

TEL  092-531-3066 

佐賀市上下水道局 

佐賀市若宮 3-6-60 

℡ 0952-33-1313 

日本水道協会佐賀県支部 

佐賀市若宮 3-6-60 

℡ 0952-33-1330 

日本水道協会九州地方支部 

福岡市博多区博多駅前 1-28-15 

℡ 092-483-3139 

日本水道協会 

東京都千代田区九段南 4-8-9 

℡ 03-3262-2244 

唐津市管工業協同組合 

唐津市二夕子 3-8-10 

TEL 0955-74-2120 

武雄市管工事協同組合 

武雄市武雄町大字武雄

3415-42 

TEL 0954-23-2201 

鳥栖市管工事協同組合 

鳥栖市蔵上 1-130 

TEL 0942-83-5038 

伊万里市管工事協同組合 

伊万里市立花町通谷 1542-26 

TEL 0955-22-5333 

嬉野市管工事協同組合 

嬉野市嬉野町字下宿乙 1605 

TEL 0954-42-1212 

西佐賀管工事協同組合 

佐賀市久保田町徳万 78 

TEL 0952-68-3674 

佐賀東部管工事協同組合 

佐賀市兵庫町大字西渕 1960-4 

TEL 0952-32-3100 

鹿島市管工事協同組合 

鹿島市大字納富文 3161-1 

TEL 0954-62-9403 

佐賀市役所 

佐賀市栄町 1-1 

℡ 0952-24-3151 

佐賀広域消防局 

佐賀市兵庫北 3-5-1 

℡ 0952-30-0111 

佐賀北警察署 

佐賀市高木瀬町大字東高木 234-1 

℡ 0952-30-1911 

佐賀大学医学部附属病院 

佐賀市鍋島 5-1-1 

TEL 0952-30-1911 

佐賀県生活衛生課 

佐賀市城内 1丁目 1-59 

℡ 0952-24-2111 

九州地方整備局 

福岡市博多区博多駅東 2- 10-7  

℡ 092-471-6331 

新たに追加しました 



 

15 

 

9．復旧対応方針の決定および活動開始 

自社の復旧が可能であると判断できた際は、下記のとおり復旧活動を開始する。 

基本方針及び重要業務に基づき復旧目標と復旧対応行動は以下のとおりとする。 

①復旧目標 

目標復旧時間 ３日以内 

目標復旧レベル 

・被災管路の応急復旧、仮設配管 

・支援要請及び受援体制の整備 

・一次調査結果の整理 

 

②復旧対応行動 

経過時間 何をする？ 

３時間以内 

・職員の安否確認と組合施設の被害状況の確認 

・組合員の安否確認及び施設等の被害状況の確認 

・災害対策本部の設置 

・佐賀市上下水道局との連絡体制の確保 

１２時間以内 
・被害状況等の情報収集及び被害状況調査への協力 

・佐賀市上下水道局からの情報収集 

２４時間以内 

・緊急調査、応急復旧等について佐賀市上下水道局と協議 

・備蓄食料等の確保 

・二次災害防止のための管路点検 

・重要管路の目視確認 

２日以内 
・地区の修理体制の構築 

・資機材の手配 

３日以内 

・被災管路の応急復旧、仮設配管 

・支援要請及び受援体制の整備 

・一次調査結果の整理 
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【様式6】 BCPの運用 

 

10．BCPの周知・定着 

BCP の重要性や進捗状況等を組合内に周知するため、定期的に組合員に対して、以

下の周知・定着活動を実施する。 

 

周知・定着活動 

誰が？ 何をする？ 
いつ？もしくは 

どのくらいの頻度で？ 

理事長 
職員及び組合員に対して、ＢＣＰの概要や進

捗状況や問題点を説明する（総会時 など） 
毎年１回以上 

理事長 

組合員に関して従業員の数や技術者の数、

車両や資機材の保有状況を毎年調査し常に

最新のデータとする 

毎年１回以上 

 

11．ＢＣＰの見直し 

BCP の実効性を確保するため、以下の基準に基づき BCP の見直しを行う。 

BCP を見直す基準 

■組合事務局の人員入れ替え、組合員の入会・脱退、名称変更等があった場合やレビ

ューにより問題点が把握された場合は、ＢＣＰを見直す必要があるか検討を行い、その

必要があれば即座に見直す 

■毎年 1回以上、事前対策の進捗状況や問題点をチェックし、必要に応じて BCP を見 

直す 

■総会終了後に毎年１回以上、組合員の住所、連絡先、従業員、資機材等の保有状況 

を調査し必要に応じて BCP を修正する。 
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 【参考１】金融支援の例 

 

種類 制度名 受付主体 

融資・ 

保証・ 

共済 

・防災対策支援貸付制度 

・災害復旧貸付 
商工組合中央金庫 

・社会環境対応施設整備資金 日本政策金融公庫 

・セーフティネット保証 信用保証協会 

・県単低利融資制度（一般資金、特別資金） 

・佐賀型商工業者再建補助金 
県 

・災害時被災者支援制度 市 

・BCP 策定等を支援するローン 民間金融機関 

・中小企業倒産防止共済 

・小規模企業共済 

・災害復旧高度化事業 

中小企業基盤整備

機構 

保険 

・地震 BCP 補償保険 

・利益保険 

・店舗休業保険 

民間保険会社 
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被災状況チェックシート 

組合員は被害の状況を本チェックシートで確認し、組合へ報告する。 

被災状況チェックシート                         会社名          

会社名  調査日時   年  月  日  時 分 

所在地  調査者名  

人的被害 被害 □無  □有 死亡 重症 軽傷 

建物 被害 □無  

□有 □地震 □全壊 □半壊 □一部 □その他 

□火災 □全壊 □半壊 □一部 □その他 

□水害 □床上 □床下  

立入可否 □可 □否 （内容                   ） 

付属設備 □可 □否 （内容                   ） 

設備 車両 □無 □有 （内容                   ） 

機械設備 □無 □有 （内容                   ） 

ＰＣ等 □無 □有 （内容                   ） 

ＦＡＸ等 □無 □有 （内容                   ） 

その他 □無 □有 （内容                   ） 

工具類 □無 □有 （内容                   ） 

ラ イ フ ラ

イン 

電気 □無 □有 （内容                   ） 

電話回線 □無 □有 （内容                   ） 

携帯電話 □無 □有 （内容                   ） 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ □無 □有 （内容                   ） 

携 帯 メ ー

ル 

□無 □有 （内容                   ） 

水道 □無 □有 （内容                   ） 

ガス □無 □有 （内容                   ） 

在庫 資材 □無 □有 （内容                   ） 

材料 □無 □有 （内容                   ） 

その他     
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備蓄品チェックシート 

 

組合事務所は非常事態に備え以下の備品を準備する。 

 

項 目 備蓄量 個数 保存期限 チェック日 

救急箱 必要量    

衛生用品類 ティッシュ、トイレットペーパー 必要量    

タオル 必要量    

懐中電灯 必要量    

乾電池 単一  、単二  、単三  （必要数）    

工具類 必要数（バール、ペンチ、ハンマー、シャベルなど）    

軍手、マスク 人数分    

ヘルメット 人数分    

ガムテープ等 必要数    

ブルーシート 事業所毎    

ブルーシート 事業所毎    

     

     

     

     

     

     

 

 

今回は必要最低限とし、次年度以降は局との災害協

定や上部団体の災害マニュアルと徐々に整合をとり

ブラッシュアップしながら充実を図る 

 


